
生活文化スポーツ局に寄せられた都民の声と対応事例（令和６年５月分） 

 

＜文化振興部＞都歌が現在、どういう場面で使われているか知りたい。また作詞作曲者の名

前も知りたい。小学校の入学時に都歌をならった。一番だけは覚えている。 

  

【対応】この度はお問い合わせありがとうございます。東京都歌は、作詞者は原田重久氏、

作曲者は加須屋博氏のもと、昭和 22 年に制定されました。現在、都庁入都式、都民の日の

名誉都民・都功労者の顕彰式などで使用されています。東京都生活文化スポーツ局ホームペ

ージから、歌詞や演奏をご確認いただけますので是非ご覧ください。 

 

東京都生活文化スポーツ局ホームページ:

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/bunka_seisaku/0000000226.html 

 

 


